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近年、私たちの身の回りで台風や豪雨による

被害が深刻化しています。その大きな要因が地

球温暖化であることが科学的に証明され、世界

中でＣＯ 2削減の取組が求められています。こ

のような中、私は 2020 年 2 月、岡山県真庭市

を訪れ、バイオマス発電所を視察してまいりま

した。真庭バイオマス発電所は、地元の間伐材

や製材所から発生する端材を活用することで有

名で、全国から見学者を受け入れています。こ

の真庭バイオマス発電所の成功は、真庭市が古

くから林業の盛んな特別な地域だからと考える

ことも可能ですが、地元の産業や特性を十分生

かすことができれば、他の地域でも木質バイオ

マス発電所を成功させることが可能ではないか

と考え、同年 10 月、京都地方自治総合研究所

のメンバーをはじめ、大学や京都市会の先生方

と総勢 9人で「バイオマスエネルギーについて

の研究会」を立ち上げました。

1 年間、9 回に渡って研究会を開催し、行政

担当者、バイオマスエネルギー関連の研究者、

林業関係など各種専門家を講師に招き、意見交

換を行なってまいりました。それをもとに各メ

ンバーが作成したレポートを 2021 年 12 月に冊

子として取りまとめました。今回は、その内容

を動画でご報告させていただきます。

まずは私のレポート「京都市における木質バ

イオマス発電の可能性について」を説明します。

ほんの数年前まではハイブリット車が最も環境

に配慮した車だといわれてきましたが、ガソリ

ンを使用しているということから、ＥＵでは 2

030 年にハイブリット車の新車販売を禁止する

など、世界の人々の環境への意識は急速に進化

しています。しかし、日本政府は化石燃料に対

し、世界で最も公的資金を拠出していることか

ら、ＣＯＰ 27 開催時に 3 年連続で不名誉な

「化石賞」を受賞することとなりました。日本

は今後も世界から、これまで以上の温暖化対策

を求められることは避けられません。

ＣＯＰ 3京都議定書誕生の地である京都市が、

これからも世界に誇れる環境都市として発展し

ていくためには、京都市独自の具体的な行動が

必要となってくるのではないでしょうか。現在、

再生可能エネルギーで最も期待されているのが

太陽光発電だといわれています。しかし、太陽

光発電は夜間には発電できず、また昼間も天候

に左右されるため、安定して発電することがで

きません。そのため風力、水力、バイオマスな

ど、さまざまな発電方法を組み合わせて活用し

ていく必要があります。

私が注目している木質バイオマス発電は規模

が大きいほど発電効率がよいため、その多くが

海沿いに建設されており、海外から安価な木材

チップやＰＫＳと呼ばれるパームオイルを絞っ

たあとの椰子殻を大型タンカーで大量に輸入し、

燃料にしています。しかしＰＫＳの原料である

パーム椰子は、栽培地を確保するために熱帯の
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ジャングルを伐採していることが問題となって

おり、地球環境を守るためにつくられている木

質バイオマス発電所が、自然環境を破壊する原

因になるという本末転倒な事態となっています。

環境に配慮し、国産木質資源だけで発電してい

るところでは、真庭バイオマス発電所の 1万Ｋ

Ｗが最も大きな発電所の一つとなります。しか

し、これだけの電力を発電するには年間約 14

万 8,000 ｔの燃料が必要で、毎日、何十台もの

大型トラックが出入りすることになります。や

はり都市部では大規模な発電所の建設は難しい

のかもしれませんが、たとえ小規模であっても、

木質バイオマス発電にはさまざまな利点があり

ます。

一つは林業の活性化です。京都市は人口約 1

40 万人の政令指定都市であると同時に森林面

積が 4分の 3を占め、かつては林業の盛んな地

域でした。しかし 1964 年に木材の輸入が全面

自由化され、全国的に林業が衰退する中、京都

市でも林業の担い手が減少し、手入れのされて

いない山が増加してきました。林業を復活させ

るためには、適切に山を管理する必要がありま

す。そのため林道を整備し、路網をつくらなけ

ればなりません。そして商品価値の高い木材だ

けでなく、間伐材など商品価値の低い木材を安

定的に買い取る仕組みをつくる必要があります。

木質バイオマス発電は端材や樹皮も燃料として

利用することが可能であるため、林業復活に大

きく貢献できるのではないでしょうか。

次に都市に眠る木質資源の活用です。京都市

には約 71 万平米の公園と約 4 万本の街路樹が

あり、京都市建設局が発注している業務で発生

する枝などの処分量だけで年間約 2,400 ｔにな

ります。処分費をトンあたり 15,000 円とする

と、年間 3,600 万円の処分費がかかっているこ

とになります。しかし、その処分先をバイオマ

ス発電所にすれば処分費が不要となります。さ

らに京都市のクリーンセンターに持ち込まれる

ゴミの中で木質資源として利用できるものが年

間約 16,000 ｔあり、木質バイオマス発電所が

あればゴミの減量にもつながります。多くのバ

イオマス発電所では燃料の確保に苦心していま

すが、このような取組を実現することができれ

ば、燃料の安定確保ができるのではではないで

しょうか。

小規模なバイオマス発電所では、売電だけで

大きな利益を得るのは難しいとされていますが、

行政が先頭に立ち、地元企業や団体との調整な

ど、民間では難しい業務を担い、燃料の調達、

効果的な売電方法、さらには廃熱の有効利用な

どの安定した経営計画をつくることができれば、

資金調達や経営の問題も解決できるのではない

でしょうか。

木質バイオマス発電には、さまざまな可能性

があります。山に放置されてきた倒木や間伐材

を活用することで、林業復活の足がかりとなり、

また、これまでゴミとして処分されてきた剪定

枝など都市に眠る木質資源の有効活用やゴミの

減量、さらには災害などの非常時における独自

電源の確保も想定できます。私は行政と地元企

業や団体が一体となってエネルギーを循環させ、

地域を発展させる木質バイオマス発電所の建設

を提案します。そして成功モデルをつくり、全

国に広めていきたいと考えています。
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地域主導型再生可能エネルギーの活用策

－都市部での給電・減電をめぐって－

京都地方自治総合研究所理事

同志社大学政策学部教授 田中宏樹

同志社大学政策学部の田中です。地方自治総

合研究所バイオマスエネルギー研究会のメンバ

ーとして、報告書の作成に携わらせていただい

た立場から、私が担当した章の内容を踏まえて

「地域主導型再生エネルギーの活用策」につい

て私見を述べたいと思います。

タイトルは「地域主導型再生可能エネルギー

の活用策－都市部での給電・減電をめぐって

－」、ここで想定されている都市は 100 ～ 150

万人くらいの規模、京都市ぐらいの規模でどの

ような給電や減電、省エネの可能性があるのか、

その中で再生可能エネルギーの具体的な活用策

を、どのように見出し得るかということをお話

したいと思います。商業地もあり、住宅地も抱

え、なおかつ農林、山村、漁村等々もあるエリ

アを想定した場合に、果して再生可能エネルギ

ーの活用の方策をどのように見いだしうるかが

話の中心となってまいります。

日本は「脱炭素」において世界に追いつこう

としている状況にあります。再生可能エネルギ

ーの普及が「脱炭素」において重要だというこ

とはいうまでもなく、日本の普及率は現状、21.

6 ％、諸外国の後塵を拝している状況にありま

す。特にデンマークは再生可能エネルギーの活

用において脚光を浴びているわけですが、デン

マークの場合、洋上風力発電の活用が進んでい

ます。それに対して日本は洋上風力電力の活用

が試験的に始まりつつありますが、デンマーク

と同じような電源構成になるのかといえば、地

域性、地理的な状況を加味して考えていかなけ

ればならない。そこに「脱炭素」と一口にいっ

ても難しさがあるといわざるをえないと思いま

す。

ベースの電源は日本の場合、火力発電が中心

で、とりわけ石炭火力発電の割合が高いという

ことですが、これをできる限り抑制し、その隙

間ができた部分に代替エネルギーの手段として

再生可能エネルギーを普及させていこうという

戦略を採ろうとしています。そこで「2050 年

カーボンニュートラル」ということが政府から

打ち出されてきました。特に今日、お話で強調

したいことは国全体のエネルギー戦略を踏まえ

つつ、地域、企業それぞれが、どのような対策

の積み重ねを行なっていけば「2050 年カーボ

ンニュートラル」に近づけるかということをお

話したいと思います。

4 つ柱があると考えています。一つはバイオ

マス発電を中心とした再生可能エネルギーの活

用の模索、２番目は家庭での太陽光発電の普及

を図っていくこと、３番目は家庭においての減

電、省エネをさらに進めるライフサイクルの見

直しです。そして最後に、自然再生エネルギー

以外のゼロエミッション燃料の活用、具体的に

はアンモニア等々の活用という４点をお話した

いと思います。

自然再生エネルギーの選択肢ですが、住宅用

太陽光発電、太陽光発電、水力発電、風力発電、

地熱発電、バイオマス発電等々が上げられます

が、都市部においてはこのうち太陽光発電、水

力発電、風力発電、地熱発電という選択肢は減

ってしまうことになります。地方部においては

大規模なメガソーラーをつくって太陽光発電を

やっていくことはできますが、都市部において

は住宅地の中にメガメーラーをつくることはな

かなか現実的ではありません。住宅用の太陽光

発電を活用してやっていくことが一つの可能性

としてありうるということです。もう一つは自

然再生エネルギーとして脚光を浴びているバイ

オマス発電。この二つくらいが選択肢として残

ってくると思われます。
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そこでまずバイオマス発電として最初に可能

性を指摘したいのは、下水道バイオマス発電。

乾燥下水道汚泥の石炭代替燃料化と置き換えて

いいかと思います。下水道バイオマス発電とい

うのは、下水処理の過程で発生する汚泥を脱

水・乾燥して固形燃料化することで、それを火

力発電所等で石炭と混焼して発電する方法です。

石炭に代えて乾燥汚泥を燃料として活用する。

導入例は大阪市平野下水場処理場とか北九州市

日明上水センター、愛知県衣浦東部浄化センタ

ー、横浜市北部汚泥資源化センター等々で活用

事例があり、徐々に普及し始めている発電方法

になります。

従来、乾燥汚泥は廃棄物として処理費用を払

って処理してもらっていたわけですが、一般電

力事業者に有価物として売却することが可能と

なる。廃棄物を有価物に置き換えることができ

る。しかも汚泥の有効活用を図り、ボイラー型

の石炭火力発電所で燃やすことを通じてＣＯ 2

の削減が見込めることになります。下水道バイ

オマス発電はＦＩＴの対象になっていますので、

事業採算性という意味でも、ある程度、保障さ

れている発電方法になるということです。ただ

ネックになるのは燃料効率が石炭に比べて低い

こと、燃料利用先までの移送コストも発生しま

すので、そういう問題をクリアしていく必要が

ある。ただ廃棄物として今まで処理していたも

のを有価物化することで処理費用の軽減が図れ

るとともに売却益が獲得できる。しかも処理場

不足の解消に加えて下水道汚泥の燃焼処理に比

べて処理場内のＣＯ 2の削減、燃料利用先での

ＣＯ 2削減につながることがあります。輸送費

用がかかることを指摘しましたが、横浜市のケ

ースではゴミ処理場と下水処理場が近接してい

ることで、ゴミ処理場の廃熱を下水道汚泥の乾

燥に使い、燃料化したゴミ処理場の補助燃料に

利用する状況を生み出すことで汚泥資源化によ

るエネルギーの循環利用が図れていく。都市部

においてエネルギー循環の有力な候補の一つに

なりうるということであります。

もう一つのバイオマスとして可能性があると

思われるのは木質バイオマス発電です。これは

林産副産物の資源化を目指すということで、森

林施業の副産物由来の切削とか、ピン、バーク

（樹皮）、ペレットなどをボイラーで燃焼する

発電方法になります。導入例としては真庭市に

おける真庭バイオマス発電とか松阪バイオマス

パワーテクノロジーズ（株）等で導入実績が積

み上がりつつあります。最大の特徴は森林施業

の副産物としてのカスケード利用。山間部にお

いて木材を切り出した後に残る樹皮とか根株と

か、災害被害木という難処理木材由来のチップ

活用により、燃料の調達コスト引き下げること

ができれば、木質バイオマス自体の間伐材等々

であれば、ＦＩＴの対応になりますので事業採

算性をある程度、見込める。発電量 2,000 ＫＷ

以内のプラントならば、1 ＫＷあたり 2022 年

度価格によると 40 円で売却することが保障さ

れていましたので、木質バイオマス発電が新た

な電力供給源として事業化され始めているとい

う現状があります。

京都市においても花背広河原地域においては、

林業自体で採算がとれる状況にはない現状です

が、木材自体は潤沢にあるということでありま

すし、数年前、台風等々の影響で停電が長期間

続いたことがありましたが、災害時のエネルギ

ーのレジリエンスを高める上で木質由来の自然

再生エネルギーの発展を模索することは都市部

に近接した地方部においても意味のあることで

あると考えられます。

地方都市においては港に近接している場合、

輸入材をチップとして運んできて大規模木質バ

イオマス発電所をつくることも模索され始めて

いますが、本来の地産地消型エネルギーを目指

す観点からすると、あくまで国内の森林施業の

カスケード利用を促す、その過程で出た廃材を

活用してバイオマス発電をしていく観点からす

ると、輸入材に頼った大規模木質バイオマス発
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電は趣旨が違ってくることになりますので、そ

の方向性とは違う形での木質バイオマス発電を

目指すべきではないかと個人的には考えていま

す。

続いて太陽光パネルによる自然再生エネルギ

ーの活用について。浜松の事例が有名なケース

ですが、浜松は家庭用蓄電池付太陽光パネルの

普及促進を図っています。メガソーラーではな

く、家庭の屋根に太陽光パネルをつけて電力を

小口で家庭に発電してもらい売っていく。電源

構成としては太陽光が 22.6 ％、水力が 73.6 ％、

風力が 1.2 ％、バイオマスが 2.1 ％、日照時間

が全国でもトップクラスにあることで、このビ

ジネスが成功しているという背景もあります。

家庭は電力の消費者としてだけではなく、余っ

た電力を地元中部電力に浜松新電力を通じて売

ることをやっているわけで、電力の生産者にも

なりうる。有望な自然再生エネルギーの電源、

電力の供給方法であろうと考えられます。

さらに省エネを進めていくことがゼロエミッ

ションに近づくことについて指摘しておきたい

と思います。70 人の研究者による８０種類の

温暖化対策のＣＯ 2、メタンガスの削減効果を

検証した結果が報告書で示されています。ソー

ラーファーム（大規模太陽光発電）の削減効果

の順位は 8位になっています。食料破棄の削減、

植物性食品を中心とした食生活を図っていくこ

とが、ゼロエミッションに近づくと指摘されて

います。生ゴミを放置しておくとメタンガスが

発生します。メタンガスが発生すると温室効果

ガスが多く出ることが知られていますので、ゼ

ロエミッションを目指し、食生活を見直して食

品ロスを生み出さない暮らしをすることが、温

室効果ガスの削減につながることとなってきま

す。あるいは家畜が生み出すメタンガスも多い

ことが指摘されていますので、植物性食品を中

心とした食生活、肉食中心の生活を見直すこと

で、ＣＯ 2やメタンガスの削減につながります。

これは、ライフスタイルを見直すことを通じた

行動変容により、温室効果ガスの削減を行なっ

ていくという観点ですが、これも侮れないゼロ

エミッション政策になってくるということであ

ります。

最後に、次世代のゼロエミッション燃料とし

てアンモニアの可能性についても指摘しておき

たいと思います。水素、アンモニアは燃焼して

もＣＯ 2を排出しないことが知られています。

石炭との混焼で石炭の使用料を減らし、その結

果としてＣＯ 2の削減に結びつけていく動きが

世界的に起こり始めています。わけてもアンモ

ニアは貯蔵温度が常温でも可能ということで水

素、アンモニアの次世代のゼロエミッション燃

料の中でも、特にアンモニアの注目度は高いで

す。唯一のデメリットはボイラーで燃やした場

合、ＮＯ xの発生がありますが、ＮＯ x発生抑

制技術も研究が進み、徐々に確立していってい

ます。それをきっちり行なえるようになれば石

炭に代わり、アンモニアを使って火力発電を行

なうことが可能となります。アンモニアが水素

に比べて、もう一つ優位性があるのは、日本は

すでに肥料としてアンモニアを輸入しています

ので、国際的なサプライチェーンがすでに確立

していることが挙げられます。水素は貯蔵温度

が－ 250 ℃で貯蔵する必要があるので、運ぶ時

に専用の運搬技術を確立する必要がありますが、

ほぼ常温で保存が可能なアンモニアに関しては

輸送コストも安く、すでにサプライチェーンが

構築されていますので、アンモニアを輸入する

ことを通じて、次世代のゼロエミッション燃料

として代替していく可能性が、非常にありうる

ということです。液化天然ガス、ＬＮＧの輸入

も現状、ウクライナの問題等々を通じてロシア

から輸入することも難しくなってきていますの

で、次世代のゼロエミッション燃料を開拓して

いくことを模索することはエネルギーの安全保

障の観点からも重要な視点になってくると思い

ます。以上、バイオマス、省エネ、太陽光発電、

そして次世代のゼロエミッション燃料の活用を
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通じた都市部での脱炭素化の可能性について指

摘しました。

特にバイオマス発電においては燃料の安定供

給ルートを確保していくことが重要になってき

ます。下水道バイオマスについても、木質バイ

オマスについても、潤沢に燃料を供給できるエ

リアもあれば、そうでないエリアもあります。

すべてバイオマス発電で必要な電力を賄えるか、

再生可能エネルギーとして出力、電源化してい

けるかについては地域差があります。地域によ

っては、風力発電を組み合わせてとか、地熱発

電を組み合わせて、太陽光発電を活用していく

というミックスを考えていかざるをえない。そ

の意味で地域性において再生可能エネルギーだ

けを取り出した場合での電源構成も変わりうる

ことに注意しておく必要があります。下水道と

か木質バイオマス発電に加えて、太陽光発電、

あるいは、次世代のゼロエミッション燃料を活

用した多元的・多角的な燃料開発を図っていく

ことが重要な視点であると思います。

再生可能エネルギーのエネルギー源をどこに

求めるのか、いずれにしても送電網の広域融通

の拡大は必須となります。つくった電力を消費

地に届けるまでは送電網が必要ですが、それを

広域融通していくことは電力の安定供給にもつ

ながり、発電した電力を余らせずにきちんと売

る、事業採算性を確保していくことに対しても

重要なことになってきますので、それを進めて

いくことも必要となります。加えて消費者の行

動変容を組み合わせ、都市部において給電・減

電のベストミックスを模索していくことが必要

となってきます。特に既存のバイオマス発電に

ついては現状、ＦＩＴを使っているわけですが、

２０２４年の容量市場導入後には使えなくなり

ますので、自立・自覚した形で事業採算性を、

いかに将来に向けて、担保していくかが重要に

なってくるということも、合わせて指摘してお

く必要があろうかと思います。

以上、都市部において「地域主導型の再生可

能エネルギーをどのように開拓していけるか」

に関して私からのお話を終えたいと思います。
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再生可能エネルギー政策を

地方自治体政策にどう位置づけるか？

京都地方自治総合研究所理事長

龍谷大学政策学部教授 只友景士

京都地方自治総合研究所の「バイオマスエネ

ルギー研究会」の報告書、「京都市における木

質バイオマス発電の可能性について」この報告

書の動画解説を行います。

私は龍谷大学政策学部教員の只友景士と申し

ます。私の担当は「再生可能エネルギーを自治

体政策にどう位置づけるか？」と題して文章を

まとめさせていただきました。

現代はどのような時代か。2020 年から始ま

るコロナパンデミック、ようやくコロナも収ま

りそうな状況ではありますが、世界経済へのダ

メージが大きかったこと、社会的弱者への深刻

な影響があったこと、貧困と格差の問題をあぶ

り出したことで、歴史的な事象だったのではな

いでしょうか。

そして現代はどのような時代か、気候変動、

気候危機は避けて通れない課題であると思いま

す。2021 年 10 月 31 日～ 11 月 13 日にかけて

イギリスのグラスゴーにおいてＣＯＰ 26 が開

かれました。ここでは「世界の平均気温の上昇

を 1.5 ℃に抑える努力をする」ことが決められ、

「脱炭素」の動きが急速であります。森林開発

の進行など、さまざまな要因から人獣共通感染

症（ズーノーシス）と呼ばれるものの再発とパ

ンデミックのおそれがあると、ナショナルジオ

グラフィックなどが報じています。また報告書

が出た後ではありますが、2022 年 2 月 24 日、

ロシアがウクライナに侵攻し、国際秩序が動揺、

これをきっかけとしてそれまで高騰が続いてい

た原油や天然ガスなどが、さらに高騰する。世

界的なインフレーションが進行していく状況が

起きました。そういう意味では今、私たちは歴

史的なエネルギー転換の時代に差しかかってい

るといえるかもしれません。

そして現状の政策が、どのように展開されて

いるかについても述べていきます。現代の人類

が直面している問題は相互に関連しあい、複雑

に絡み合っています。具体的な政策は個別の問

題への対症療法的な個別政策という現実があり

ます。個別政策を展開することの二つの問題点

を指摘できます。

一つ目は、個別政策であることから政策効果

が低下している可能性があります。個別政策か

ら総合的政策への転換が求められます。二つ目

に個別政策であるだけでなく、現代の公共政策

が陥りがちな問題点ともいえるのですが、福祉

国家的大衆民主主義社会においては、クライア

ントと呼ばれる「社会化された私人」という問

題が指摘されています。どういうことかと言え

ば、市民が社会問題の解決に主体的にかかわら

ない、市民の無関心が広がっていく状況があり

ます。

次に我が国の気候変動問題の取り組みについ

て述べておきます。我が国においては 2020 年

10 月に「2050 年カーボンニュートラル宣言」

が出され、2030 年に「2013 年度比で温室効果

ガス 46 ％削減」、さらには「50 ％削減に挑戦

する」といわれています。また 2021 年 5 月に

は「改正地球温暖化対策推進法」が成立し、「2

050 年までのカーボンニュートラルの実現」を

明記しております。そして 2021 年 10 月には、

「地球温暖化対策計画」「パリ協定」に基づく

成長戦略としての長期戦略が閣議決定され、こ

れらの具体化の方策がとりまとめられています。

その中で注目すべきは「再エネ最優先の原則」

が盛り込まれているところです。

エネルギー基本計画において、2030 年度の

電源構成として「再エネ導入目標」が 36 ％～

38 ％へと掲げられています。これは 2019 年度

の 18 ％から考えると、かなり思い切った目標
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が掲げられています。そしてその内訳として、

2019 年度 6.7 ％であった太陽光発電を、14 ～

16 ％にするなどが入っています。「2050 年脱炭

素社会」を実現するには、地域におけるカーボ

ンニュートラルの取組が必要であります。そこ

で今回、私たちが視察に行きました岡山県真庭

市の事例からどんなことが学べるかを次にまと

めております。

岡山県真庭市は行政区域の 8割が森林で、林

業・木材産業が盛んな地域であります。ここで

展開されている政策思考は、「木を使い切る思

想」というものであります。真庭バイオマス集

積基地があり、真庭バイオマス発電所は出力 1

万ＫＷを達成する出力の発電所がつくられてい

ます。これらには真庭市も出資していますが、

民間主導の会社によって運営されているという

ところが、極めて注目すべきところではないか

と思います。従来、廃棄物とされて未利用だっ

た森林資源を、木質バイオマスエネルギーとし

て有効活用するという仕組みを構築している点

は、大変興味深いものです。そして、この真庭

市の事例の好評価のポイントとしては、第一に

「木を使いきる思想」です。「未利用の廃棄物

を有効利用して、有価物に変えて資源化してい

ること」が上げられます。そして廃棄物を有価

物に再資源化することによって、50 名を越え

る新規雇用を生み、年間 13 億円の所得を地域

に創出している点も高く評価できると思います。

こういったことから、地域内経済循環の好循環

を創出していることは、高く評価できるのでは

ないでしょうか。

ただ今後の課題ですが、これらの取組が主要

な地元民間事業者と真庭市役所の主導であると

いう点です。優れた取組がなされているわけで

すが、この政策を「市民的な公共価値を創造す

る政策」へ成熟させていくことが、今後の課題

として上げられるのではないかと考えておりま

す。

そして「再生可能エネルギーを地方自治体政

策にどう位置づけられるか？」という問いにつ

いて。地方経費の二重性という性格があります。

地方経費には営利対象と住民の発達を保障し、

生命を守る性格という二面的な性格があります。

営利の対象の側面としては、産業政策の側面も

ありますし、住民の発達の保障、生命を守る性

格としては、地域づくりの公共性もあると考え

られます。

今研究会が行なった検討の一つとして大阪大

学工学研究科の赤松先生のコメントを興味深く

聞かせていただきました。赤松先生は優れた海

外の事例もこ存じで、海外ではエネルギーの地

産地消を進めるため、木質バイオマスを第一に

利用している。それを利用することで「地域の

雇用と人口の維持につながっているのに、なぜ

日本では広がらないのか？」と問題提起をされ

ました。経済学者とエネルギー工学の専門家が

議論をさせていただいたことは大変有意義でし

た。

そうしたことを私なりに一つの見解として、

個別政策のコストから見ると、木質バイオマス

発電はハードルが高いということですが、個別

政策から地域の総合的・統合的な仕組みを考え

ることが必要ではないか、そのためには「個別

産業や個別課題に対応的な個別政策的な発想か

ら脱して、総合的・統合的な政策思考が求めら

れること」が、このバイオマスの研究会で得ら

れた一つの知見ではないかと考えております。
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